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議案第 ４２ 号  

 

燕市教育委員会委員の任命について  

 

 燕市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により

議会の同意を求める。  

 

              平成２７年 ６ 月 ８ 日 提 出      

                 燕  市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 

 

     住   所   燕市宮町５番４－２号 

     氏   名   中 野 信 男 

             昭和２４年  ５  月２２日生 
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   燕市税条例の一部を改正する条例 

 

燕市税条例(平成18年燕市条例第61号)の一部を次のように改正する。 

 

第 2 条第 3 号中「又は名称」を「(法人にあっては、事務所又は事業所の

所在地、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 15 項に規定す

る法人番号をいう。以下同じ。))(法人番号を有しない者にあっては、事務

所又は事業所の所在地及び名称)」に改め、同条第 4 号中「又は名称」を

「(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号)」に改

める。 

第12条第2項中「法人税法第2条第12号の18」を「法第292条第1項第14号」

に改める。 

第21条第2項に次のただし書を加える。 

ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないも

のとする。 

第25条の2第8項中「寮等の所在」の次に「、法人番号」を加える。 

第25条の3の3第4項中「第203条の5第4項」を「第203条の5第5項」に改め

る。 

第39条第2項中「減免を受けようとする事由を記載した申請書を」を「次

に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類

を添付して」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をい

う。)又は法人番号 

(2) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び

税額 

(3) 減免を受けようとする事由 
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第51条の2第1項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号(行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2

条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定す

る個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)」に改める。 

第51条の3第1項第1号及び第2項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称)」に改める。 

第59条第2項中「減免を受けようとする事由を記載した申請書を、」を「次

に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する

書類を添付して」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称) 

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格 

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格 

(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格 

(5) 減免を受けようとする事由及び第1項第3号の固定資産にあっては、そ

の被害の状況 

第62条第1項第1号及び第62条の2第1項第1号中「及び氏名又は名称」を「、

氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所及び氏名又は名称)」に改める。 

第78条第2項第2号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。

次条において同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」に改

める。 

第79条第2項第1号中「及び住所」を「、住所及び個人番号(個人番号を有

しない者にあっては、氏名及び住所)」に改める。 

-17-



第126条の3第2項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個

人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)

又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称)」に改める。 

附則第4条の2の2第1項中「第145条第1項」を「第144条の8 」に改める。 

附則第9条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項

第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号中「及び氏名

又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)」に改める。 

附則第15条の2を次のように改める。   

第15条の2 削除 

附則第21条第1項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称)」に改め、同条第3項第1号中「及び氏名」を「、氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所及び氏名)」に改める。 

 

附 則 

(施行期日) 

第 1 条 この条例は、平成 28 年 1 月 1 日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 燕市税条例第12条第2項、附則第4条の2の2第1項及び第15条の2の改正

規定並びに附則第2条第5項及び第5条の規定 平成28年4月1日 

(2) 燕市税条例第2条第3号、第4号、第25条の2第8項、第39条第2項、第51

条の2第1項第1号、第51条の3第1項第1号及び第2項第1号、第59条第2項、

第62条第1項第1号、第62条の2第1項第1号、第78条第2項第2号、第79条

第2項第1号及び第126条の3第2項第1号の改正規定並びに附則第9条の3

第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6
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項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号並びに第21条第1項

第1号及び第3項第1号の改正規定並びに附則第2条第3項及び第6項、第3

条第2項、第5条及び第6条の規定 行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号）附則第1

条第4号に掲げる規定の施行の日 

 (市民税に関する経過措置) 

第 2 条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の燕市税条例

(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成 27

年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成 26 年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

2 新条例第 21 条第 2 項の規定は、平成 28 年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成 27 年度分までの個人の市民税については、なお

従前の例による。 

3 新条例第 39 条第 2 項各号の規定は、附則第 1 条第 2 号に掲げる規定の施

行の日以後に提出する申請書について適用する。 

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部

分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び

同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日

前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年

度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

5 新条例第 12 条第 2 項の規定は、附則第 1 条第 1 号に掲げる規定の施行の

日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結

事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分

の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

6 新条例第 25 条の 2 第 8 項の規定は、附則第 1 条第 2 号に掲げる規定の施

行の日以後に行われる新条例第 25 条の 2 第 8 項の規定による申告につい

て適用し、同日前に行われる旧条例 25 条の 2 第 8 項の規定による申告に

ついては、なお従前の例による。 
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(固定資産税に関する経過措置） 

第 3 条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、平成 27 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成 26

年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

2 新条例第 51 条の 2 第 1 項第 1 号、第 51 条の 3 第 1 項第 1 号及び第 2 項

第 1 号、第 59 条第 2 項、第 62 条第 1 項第 1 号並びに第 62 条の 2 第 1 項

第 1 号並びに附則第 9 条の 3 第 1 項第 1 号、第 2 項第 1 号、第 3 項第 1 号、

第 4 項第 1 号、第 5 項第 1 号、第 6 項第 1 号、第 7 項第 1 号、第 8 項第 1

号及び第 9 項第 1 号並びに第 21 条第 1 項第 1 号及び第 3 項第 1 号の規定

は、附則第 1 条第 2 号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第 51

条の 2 第 1 項並びに第 51 条の 3 第 1 項及び第 2 項並びに附則第 21 条第 3

項に規定する申出書、新条例第 59 条第 2 項に規定する申請書又は新条例

第 62 条第 1 項及び第 62 条の 2 第 1 項並びに附則第 9 条の 3 各項及び第 21

条第 1 項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこの条例に

よる改正前の燕市税条例(以下「旧条例」という。)第 51 条の 2 第 1 項並

びに第 51 条の 3 第 1 項及び第 2 項並びに附則第 21 条第 3 項に規定する申

出書、旧条例第 59 条第 2 項に規定する申請書又は旧条例第 62 条第 1 項及

び第 62 条の 2 第 1 項並びに附則第 9 条の 3 各項及び第 21 条第 1 項に規定

する申告書については、なお従前の例による。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

第 4 条 新条例第 78 条第 2 項第 2 号及び第 79 条第 2 項第 1 号の規定は、附

則第 1 条第 2 号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第 78 条第 2

項並びに第 79 条第 2 項及び第 3 項に規定する申請書について適用し、同

日前に提出した旧条例第 78 条第 2 項並びに第 79 条第 2 項及び第 3 項に規

定する申請書については、なお従前の例による。 

(市たばこ税に関する経過措置) 

第 5 条 別段の定めがあるものを除き、附則第 1 条第 1 号に掲げる規定の施

行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第 15 条の 2 に規定

する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ 3 級品」とい
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う。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 465 条

第 1 項に規定する売渡し又は同条第 2 項に規定する売渡し若しくは消費等

が行われる紙巻たばこ 3 級品に係る市たばこ税の税率は、新条例第 84 条

の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 

 (1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円 

 (2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円 

 (3) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 1,000本につき4,000円 

3 前項の規定の適用がある場合における新条例第 87 条第 1 項から第 4 項ま

での規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第87条第1項 第34号の2様式 地方税法施行規則の一部を

改正する省令(平成27年総務

省令第38号 )第 1条の規定に

よる改正前の地方税法施行

規 則 (以 下 こ の 節 にお い て

「平成27年改正前の地方税

法施行規則」という。)第48

号の5様式 

第87条第2項 第34号の2の2様式 平成27年改正前の地方税法

施行規則第48号の6様式 

第87条第3項 第34号の2の6様式 平成27年改正前の地方税法

施行規則第48号の9様式 

第87条第4項 第 34号 の 2様式 又は 第

34号の2の2様式 

平成27年改正前の地方税法

施行規則第48号の5様式又は

第48号の6様式 

4 平成 28 年 4 月 1 日前に地方税法第 465 条第 1 項に規定する売渡し又は同

条第 2 項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第 469 条第 1 項第 1 号及

び第 2 号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われ
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た紙巻たばこ 3 級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例

第 81 条第 1 項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同

じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の

一部を改正する法律(平成 27 年法律第 9 号。以下「所得税法等改正法」と

いう。)附則第 52 条第 1 項の規定により製造たばこの製造者として当該紙

巻たばこ 3 級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したも

のとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、こ

れらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ 3 級品(これらの者が卸

売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者

が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ 3 級

品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売

販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合に

おける市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻た

ばこ 3 級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000 本につき 430 円

とする。 

5  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方

税法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 2 号。以下、「平成 27 年

改正法」という。）附則第 20 条第 4 項に規定する申告書を平成 28 年 5 月 2

日までに市長に提出しなければならない。 

6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成 28 年 9 月 30 日までに、

その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 23 号。以

下「施行規則」という。)第 34 号の 2 の 5 様式による納付書によって納付

しなければならない。 

7 第 4 項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項

までに規定するもののほか、新条例第 10 条、第 87 条第 4 項及び第 5 項、

第 89 条の 2 並びに第 90 条の規定を適用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

-22-



第10条 第 87条 第 1項若 しく は

第2項 

燕市税条例の一部を改正す

る条例(平成27年燕市条例第 

 号。以下この条及び第2章

第4節において「平成27年改

正条例」という。)附則第5

条第6項、 

第10条第2号 第 87条 第 1項若 しく は

第2項 

平成27年改正条例附則第5条

第5項 

第10条第3号 第 37条 第 1項の 申告 書

(法 第 321条 の 8第 22項

及び第23項の申告書を

除く。)、第87条第1項

若 し く は第 2項 の申 告

書又は第126条第1項の

申告書で、その提出期

限 

平成27年改正条例附則第5条

第6項の納期限 

第87条第4項 施 行 規 則第 34号 の 2様

式又は第34号の2の2様

式 

平成27年改正法附則第20条

第4項の規定 

第87条第5項 第1項又は第2項 平成27年改正条例附則第5条

第6項 

第89条の2 第87条第1項又は第2項 平成27年改正条例附則第5条

第5項 

当該各項 同項 

第90条第2項 第87条第1項又は第2項 平成27年改正条例附則第5条

第6項 

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市

の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙
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巻たばこ 3 級品のうち、第 4 項の規定により市たばこ税を課された、又は

課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金

額を、新条例第 88 条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ 3

級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額

に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額か

ら控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該

卸売販売業者等が新条例第 87 条第 1 項から第 3 項までの規定により市長

に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ 3 級品の品目ごとの

本数についての明細を記載した施行規則第 16 号の 5 様式による書類を添

付しなければならない。 

9 平成 29 年 4 月 1 日前に地方税法第 465 条第 1 項に規定する売渡し又は同

条第 2 項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ 3 級品を

同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等改正法附則第 52 条第 8 項の規定により

製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ 3 級品を同日にこれらの者の製

造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税

を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ 3 級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内

に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域

内に所在する当該紙巻たばこ 3 級品を直接管理する営業所において所持さ

れるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売

り渡したものとみなされる紙巻たばこ 3 級品の本数とし、当該市たばこ税

の税率は、1,000 本につき 430 円とする。 

10 第 5 項から第 8 項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 
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第5項 前項 第9項 

附則第20条第4項 附則第20条第10項にお

いて準用する同条第4項 

平成28年5月2日 平成29年5月1日 

第6項 平成28年9月30日 平成29年10月2日 

第7項の表以外の部分 第4項 第9項 

から 、第5項及び 

第7項の表第10条の項 附則第5条第6項 附則第5条第10項におい

て準用する同条第6項 

第7項の表第10条第2号

の項 

附則第5条第5項 附則第5条第10項におい

て準用する同条第5項 

第7項の表第10条第3号

の項 

附則第5条第6項 附則第5条第10項におい

て準用する同条第6項 

第7項の表第87条第4項

の項 

附則第20条第4項 附則第20条第10項にお

いて準用する同条第4項 

第7項の表第87条第5項

の項 

附則第5条第6項 附則第5条第10項におい

て準用する同条第6項 

第7項の表第89条の2の

項 

附則第5条第5項 附則第5条第10項におい

て準用する同条第5項 

第7項の表第90条第2項

の項 

附則第5条第6項 附則第5条第10項におい

て準用する同条第6項 

第8項 第4項 第9項 

11 平成 30 年 4 月 1 日前に地方税法第 465 条第 1 項に規定する売渡し又は

同条第 2 項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ 3 級品

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合

において、これらの者が所得税法等改正法附則第 52 条第 10 項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ 3 級品を同日にこれらの者の

製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ
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税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該

紙巻たばこ 3 級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域

内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区

域内に所在する当該紙巻たばこ 3 級品を直接管理する営業所において所持

されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売

り渡したものとみなされる紙巻たばこ 3 級品の本数とし、当該市たばこ税

の税率は、1,000 本につき 645 円とする。 

12 第 5 項から第 8 項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

第5項 前項 第11項 

附則第20条第4項 附則第20条第12項にお

いて準用する同条第4項 

平成28年5月2日 平成30年5月1日 

第6項 平成28年9月30日 平成30年10月1日 

第7項の表以外の部分 第4項 第11項 

から 、第5項及び 

第7項の表第10条の項 附則第5条第6項 附則第5条第12項におい

て準用する同条第6項 

第7項の表第10条第2号

の項 

附則第5条第5項 附則第5条第12項におい

て準用する同条第5項 

第7項の表第10条第3号

の項 

附則第5条第6項 附則第5条第12項におい

て準用する同条第6項 

第7項の表第87条第4項 

の項 

附則第20条第4項 附則第20条第12項にお

いて準用する同条第4項 

第7項の表第87条第5項 附則第5条第6項 附則第5条第12項におい 
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の項  て準用する同条第6項 

第7項の表第89条の2の

項 

附則第5条第5項 附則第5条第12項におい

て準用する同条第5項 

第7項の表第90条第2項

の項 

附則第5条第6項 附則第5条第12項におい

て準用する同条第6項 

第8項 第4項 第11項 

13 平成 31 年 4 月 1 日前に地方税法第 465 条第 1 項に規定する売渡し又は

同条第 2 項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ 3 級品

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合

において、これらの者が所得税法等改正法附則第 52 条第 12 項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ 3 級品を同日にこれらの者の

製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ

税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該

紙巻たばこ 3 級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域

内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区

域内に所在する当該紙巻たばこ 3 級品を直接管理する営業所において所持

されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売

り渡したものとみなされる紙巻たばこ 3 級品の本数とし、当該市たばこ税

の税率は、1,000 本につき 1,262 円とする。 

14 第 5 項から第 8 項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

第5項 前項 第13項 

附則第20条第4項 附則第20条第14項にお

いて準用する同条第4項 

平成28年5月2日 平成31年4月30日 
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第6項 平成28年9月30日 平成31年9月30日 

第7項の表以外の部分 第4項 第13項 

から 、第5項及び 

第7項の表第10条の項 附則第5条第6項 附則第5条第14項におい

て準用する同条第6項 

第7項の表第10条第2号

の項 

附則第5条第5項 附則第5条第14項におい

て準用する同条第5項 

第7項の表第10条第3号

の項 

附則第5条第6項 附則第5条第14項におい

て準用する同条第6項 

第7項の表第87条第4項

の項 

附則第20条第4項 附則第20条第14項にお

いて準用する同条第4項 

第7項の表第87条第5項

の項 

附則第5条第6項 附則第5条第14項におい

て準用する同条第6項 

第7項の表第89条の2の

項 

附則第5条第5項 附則第5条第14項におい

て準用する同条第5項 

第7項の表第90条第2項

の項 

附則第5条第6項 附則第5条第14項におい

て準用する同条第6項 

第8項 第4項 第13項 

(特別土地保有税に関する経過措置) 

第 6 条 新条例第 126 条の 3 第 2 項第 1 号の規定は、附則第 1 条第 2 号に掲

げる規定の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、

同日前に提出した旧条例第 126 条の 3 第 2 項に規定する申請書については、

なお従前の例による。 
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整理
番号

路 線 名 起　　　点 終　　　点 延長（ｍ）

1 白山町三丁目３３号線 燕市白山町三丁目2193番13 燕市白山町三丁目2214番13 53

2 白山町三丁目３４号線 燕市白山町三丁目2214番16 燕市白山町三丁目2214番22 87

3 白山町三丁目３５号線 燕市白山町三丁目1072番1 燕市白山町三丁目1072番12 55

4 白山町三丁目３６号線 燕市白山町三丁目1077番2 燕市白山町三丁目1072番10 72

5 小中川３６号線 燕市小中川字前田1779番 燕市又新字道下1941番 340

市道路線認定調書
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市道路線認定図1 縮尺 1：10,000

21

拡大図 縮尺 1：2,500

2

1

1

2
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市道路線認定図2 縮尺 1：10,000

3

4

拡大図 縮尺 1：2,500

3

4

3
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市道路線認定図３ 縮尺 1：10,000

５

拡大図　縮尺 1：2,500
5

拡大図 縮尺 1：2,500
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